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助成財団センターは、助成、表彰、奨学などを行う財団法人・その他の法人などの情報
を収集し、活動内容を広く社会に発信していくことを主な目的としています。その情報
は冊子で刊行されているほか、ホームページやファクシミリサービスでも閲覧できます。
財団法人　助成財団センター
Tel.03-3350-1857　Fax.03-3350-1858
ホームページ　http://www.jfc.or.jp/

庭野平和財団　活動助成（前期分）
●受付締切／4月30日（水）必着
●助成の目的／宗教の相互理解と協力を促進するとともに、宗教的精神に基
づいて平和社会実現のために積極的な取り組みを続けている人々の連携を
深め、その活動を支援しようとするものです。従って、特定の宗教を支援するも
のではなく、諸宗教の独自性を相互に尊重しあい、寛容の精神を基本としなが
ら、平和・共生の社会を実現することを目指したいと考えます。庭野平和財団の
活動助成は宗教的精神に基づいて行われる研究や活動をその対象とし、広く、
社会からの参加のもとに、これを積極的に奨励していくことを目的とします。
●助成の対象となる団体・個人／個人・団体のいずれも申請することができ
ます。（ただし、一個人、一団体につき一件の申請に限ります）申請者の国籍は
問いません。団体の場合、法人格の有無は問いません。ただし、永続性のある
ことを原則とします。
●助成の対象となる活動／宗教的精神に基づく社会・平和活動…神仏への
畏敬の念から発して、広く社会及び個人の生活における物心両面の福祉に寄
与しようとするものであり、特定の宗教の枠を越えて展開されている平和のた
めの教育・社会奉仕・開発協力・環境保護・人権擁護・高齢化問題への対策
などの活動。
地域のエンパワーメントを創生する活動…地域のエンパワーメントを創生する
ために、様 な々団体・個人がともに深い精神性・祈りをもって開かれる、集いや
ワークショップに助成を行います。理論と活動のインターアクトによる新しい価
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富士フイルム・グリーンファンド助成金
●受付締切／5月19日（月）消印有効
●助成の対象となる活動／上記の目的に合致した「活動」あるいは「研究」で、
次の条件を満たすもの。（1）営利を目的としない活動や研究。（2）活動及び研
究が行われるフィールドが日本国内であること。（3）活動助成の場合は、活動
フィールドができる限り申請者（申請団体）によって既に確保されている等、活
動フィールドの基盤がしっかりしているもの。研究助成の場合には、フィールド
での研究に対し、地権者の許可もしくは協力関係が保たれているもの。
（4）個人もしくは団体申請において、活動及び研究の実績があるもの。（ある程
度実績があり、発展的な活動や研究を行うための申請であれば対象となる）
（5）個人による申請の場合、助成金の使途が助成の趣旨に沿って適格・厳正
であり、助成金の使途において本人あるいは親族等、特別な関係のある者に
利益を与えないもの。（6）団体による申請の場合、代表者または管理者の定め
のある団体で、役員その他の機関の構成、選任方法、その他事業の運営に重
要な事項が特定の者、あるいは特別の関係者等の意志に従わずに、決定・運
営されている団体。また、特定の者等に特別の利益を与えていない団体。
●対象事業の期間／贈呈日より1年。内容によって2年利用することも可能。
●助成の額／両助成合わせて助成金額は650万円。助成件数は3件程度。
●応募方法／ハガキまたはFaxにて下記まで応募要項を請求してください。
●問い合わせ先／公益信託富士フイルム・グリーンファンド事務局
110-8676　東京都台東区下谷3-10-10　（財）自然環境研究センター
内　Tel.03-5824-0960（代）　Fax.03-5824-0961　

値観の創造を期待します。
●事業の期間／平成15年7月末日から1年間
●助成の額／1件あたり上限100万円。
●応募方法／申請する事業の内容が「活動」であることを明記し、あわせて住
所、氏名、職業（職場・研究所などまで詳しく）、電話番号を明記し、官製ハガ
キ、書簡、Faxのいずれかで申請書類を請求するか、ホームページからダウン
ロードしてください。申請の際は必ず書留にて送付してください。なお、応募の
際は返信用として郵便切手200円を同封してください。
●問い合わせ先／（財）庭野平和財団助成係　166-0022　東京都新宿
区新宿1-16-9シャンヴィラ・カテリーナ5階　Tel.03-3226-4372　
Fax.03-3226-1835　E-mail　program@npf.or.jp　ホームページ　
http://www.npf.or.jp/

表者が明らかであること。（3）団体の意志を決定し、執行する組織が確立して
いること。（4）自ら経理し、監査する等会計組織を有すること。（5）継続して活
動を行う見込みの団体であること。
●助成の対象となる活動／自ら企画して行う創造的な活動で次の要件を満
たすものを対象とします。
（1）営利を目的とするものでないこと。（2）特定の政党もしくは政治的団体又
は宗教のための活動でないこと。（3）県の負担金又は補助金を受けないもの
であること。（4）広く県民一般を対象とし、全県的または広域的な参加が見込
める活動であること。（5）当該年度の4月1日から3月31日までに実施され
る活動であること。（6）環境に配慮するとともに、障害者、高齢者、子ども、外国
人など誰でも参加できるように留意される活動であること。
●助成の額／団体の自己負担額の2分の1以内で20万円を上限。
●応募方法／所定の様式により、各団体の事務所等の所在する市町村の文
化担当課へ申請してください。申請様式は、市町村の文化担当課や各県民局
の生活環境部でお受け取りできます。また、下記のホームページのトップペー
ジ、申請書ダウンロードシステム　所属別一覧「文化振興チーム」又は分類別
一覧「教育、文化」から申請書様式を印刷できます。
●問い合わせ先／三重県生活部文化振興チーム　Tel.059-224-2646
ホームページ　http://www.pref.mie.jp/

ワークショップでは、これらの他に支援体制をはじめ、社会的背景、労働環境、地域の役割、行政間や行政とＮＰＯとの連携など、地域での
課題や関心に沿った内容を実施してきました。詳しくは近日リニューアル予定のＨＰにて！

子育て支援キャラバンの研究会（県内市町村
の子育て支援関係担当者参加）で行ったワー
クショップから、“子育て支援”って何だろう、
の一部をひろってみました。皆さんは、いか
がお考えになりますか？

【子どもに関すること】
・子どもの健やかな成長を支えること
・子どもの成長をサポートすること
・子どもに好きなことを発見して欲しい
・子どもが"やってみたいこと"を応援すること
・遊びや学習などをサポートすること
・子どもの年齢に応じた遊び、知識、体験を提供していくこと（０歳～１８歳）
・障害児の療育や居場所の充実

【親、家庭に関すること】
・子育てを楽しめるようにする
・子育てに対する自主性を促す（自立の手助け）／親育て／自立支援
・親や家庭の育児力（家庭教育力）を養うこと
・困っているお母さんを助けること／育児に対する不安等を解消すること
・母親の置かれている現状を理解し、そのうえでして欲しい応援をすること
・育児に対して父親の協力が必要だと思う（仕事多忙、休日返上等の現状に難）
・保護者の生き方をサポートすること（依存ではなくて、支えあうこと）　

特定非営利活動法人久居市子育て支援ネットワークＮＰＯどんど
514-1116　久居市新町3006ポルタひさい1階
Tel.059-254-6080　Fax.059-254-6090　E-mail　dondo@pasoya.jp
ホームページ　http://www.pasoya.jp/̃ dondo/
子育て支援キャラバン事務局　上記、ＮＰＯどんど内　E-mail　caravan@pasoya.jp
ホームページ　http://www.pasoya.jp/̃ caravan/

【環境面の整備】　
・子育て家庭（保護者）を応援すること
・物理的な居場所、空間を整備、提供すること
・精神的な支援（仲間づくり、相談、聞き手、アドバイス
・官民の役割分担の整理
・経済的な支援（補助金、手当の充実）
・医療関係のサポート（費用負担も含めて）
・子どもの育つ環境を整えること
・地域力の回復　・的確な情報発信

“子育て支援”って何だろう？










